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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年７月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１１月３日 １４時１０分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市紀の川河口付近 

 和歌山青
あお

岸
ぎし

北防波堤灯台から真方位０５５°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.３′ 東経１３５°０８.２′） 

事故の概要  プレジャーボートFALCON
フ ァ ルコ ン

は、帰航中、消波ブロックに乗り揚げた。 

FALCON は、同乗者が負傷し、船底部の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート FALCON、５トン未満 

 ２５０－３６８５８和歌山、個人所有 

 ９.０８ｍ（Lr）×２.９１ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１６１.８kＷ、平成８年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１２年６月１２日 

  免許証交付日 平成２７年４月２１日 

         （令和２年６月１１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船底部に破口を伴う亀裂、両舷プロペラ翼及び舵板に破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時（本事故時の潮高約１６０㎝） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、和歌山県由良

町白埼
しらさき

付近で釣りを終え、手動操舵により、平成３０年１１月３日１

３時３０分ごろ紀の川河口付近に所在するマリーナへ向けて帰航を開

始した。 

船長は、海図上の一文字防波堤の位置に消波ブロック（以下「本件

消波ブロック」という。）が積み上げられ、高潮時であっても本件消

波ブロック全体が海面上に露出して目視で確認できるので、接近して

航行しても大丈夫と思っていた。 
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本船は、本船のアウトリガーが紀の川河口大橋の橋梁（以下「本件

橋梁」という。）と接触しないように、本件橋梁の中央部付近を船首

目標として約２７ノットの対地速力で東北東進した。 

 船長は、操舵室内の椅子に腰を掛け、前方に他船などの障害物がな

いかを目視で確認しながら航行を続けていたところ、１４時１０分ご

ろ、船底部付近に大きな衝撃を感じた。 

 船長は、船底部が本件消波ブロックに乗り揚げたと思い、機関を後

進にかけたものの、船体が繰り返し本件消波ブロックに接触する状況

となったので自力離礁を諦め、１４時２４分ごろ本事故の発生を携帯

電話で近くのマリーナに連絡した。 

 同乗者は、本事故時、操舵室内の椅子に腰を掛けていたが、乗揚時

の衝撃で、椅子から落下し、腰部に打撲傷を負った。 

 船長及び同乗者は、その後、来援したマリーナのプレジャーボート

に救助された。 

本船は、翌日、作業船により引き揚げられ、後日、廃船処理され

た。   

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 本件消波ブ

ロック 参照） 

 その他の事項 本件消波ブロックは、海図Ｗ１１５０（和歌山下津港和歌山）の一

文字防波堤の位置に設置され、また、本船のＧＰＳプロッターにも海

図と同様に表示されていた。 

和歌山県の港湾施設情報によれば、一文字防波堤は、昭和３３年に

周辺の護岸を波浪から守る目的で港湾管理者の和歌山県によって設置

され、コンクリート単塊を主要用材とし、長さが約１５６ｍであっ

た。 

一文字防波堤は、台風の影響等により本件消波ブロックの一部が崩

れて北西端が海面下になるなど、形状に変化が生じている。 

本船の喫水は、船首尾共に約１.０ｍであった。 

船長は、本事故当時、本船のＧＰＳプロッターを起動させていた

が、目視のみで船位の確認を行っていた。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣（膨張型首掛け式）を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、帰航中、船長が、本件消波ブロックが海図上の一文字防波

堤の位置に設置されていることを知っており、目視で確認できると思

い、航行を続けたことから、本件消波ブロックの海面下にある部分に向

かっていることに気付かず、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考え

られる。 
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 船長は、本船のＧＰＳプロッターには一文字防波堤が表示されてい

たが、高潮時であっても本件消波ブロック全体が海面上に露出して目

視で確認できると思っていたことから、ＧＰＳプロッターを確認して

いなかったものと考えられる。 

 本件消波ブロックは、本事故当時、本件消波ブロックの一部が崩れ

るなどして北西端の一部が海面下になっていたことから、船長が目視

で確認できなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が帰航中、船長が、本件消波ブロックの全体が海面

上に露出して目視で確認できると思い、ＧＰＳプロッター等を確認せ

ずに航行を続けたため、本件消波ブロックの海面下にある部分に向か

っていることに気付かず、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策 海上保安庁は、本事故発生後の１１月５日、和歌山県に対して、本

件消波ブロック付近の海域の水深等を調査し、その結果の報告を求め

る旨の指導を行った。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・防波堤等の周辺は、高潮時等に海面下に没する箇所もあることか

ら、ＧＰＳプロッター等の機器を活用して船位の確認を行い、接

近しないように航行すること。 

 ・事故が発生した際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 

 ・港湾管理者は、事故発生場所付近の水深等の調査を行い、その結

果を海上保安庁に提供すること。   
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成３０年１１月３日 
１４時１０分ごろ発生） 

マリーナ 

紀の川 

和歌山本港沖防波堤灯台 

和歌山青岸北防波堤灯台 

和歌山県和歌山市 

和歌山下津港 

和歌山県 

淡路島 

徳島県 

大阪府 

大阪湾 

紀の川河口大橋 

青岸 
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                写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              写真２ 本件消波ブロック 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高潮時に撮影 干潮時に撮影 

干潮時に撮影 

事故発生場所（概位） 

※撮影時の潮高約１７５㎝ ※撮影時の潮高約６０㎝ 

※撮影時の潮高約８０㎝ 

高潮時に撮影 ※撮影時の潮高約１６０㎝ 

事故発生場所（概位） 

南東端 北西端 


